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宣言日

事業場名

 SafeworK 向上宣言

令和7年6月1日

🔶　私たちは安全で快適な職場を築くため、宣言します

●実作業に即した作業手順・作業計画の策定・周知と作業開始

後の見直し

●転倒防止のための段差・隙間の解消、腰痛防止のための作業

姿勢の見直し・改善

●「非定常時作業時の対応」「三現主義」の確実な実施「手・

足・体の位置確認」「指差呼称」「声かけ」「見える化」の

安全活動推進

●時間外・休日労働時間の削減、休日振替の促進、年次有給

休暇等の取得促進


